
 

令和７年度 

豊田市区長会 第８回 役員会 
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日 時  令和７年１０月２９日（水） 午後２時から 

場 所  豊田市役所 南庁舎５階 南５１会議室 

 

区長会シンボルマークの趣旨 

 

このシンボルマークは､ 

「人づくり・まちづくり・幸せづくり」

をひとつひとつの輪に託し、心を合わせ

て伸びていくことを表現しています 

市民の誓いシンボルマークの趣旨 

 

「豊田市の花『ひまわり』の種をモチー

フに、本文の５項目を明るいラインで表

し、実践活動を通して、わたくしたち市

民の手で、豊田市を未来に向かって育て

伸ばそう」という意味を表しています。 

このシンボルマークは､市の花「ひまわ

り」のなかに５つの誓いを５本の指で表

現しています。 

 
 



次 　第

ページ

報告
内容

・別紙のとおりです。

依頼
内容

・地区区長会日程の確認を行い修正があれば区長会事務局へご連絡くだ
さい。

ページ

報告
内容

・状況は別紙のとおりです。
・事故報告書等は早めに提出をお願いします。
※事故報告書は原則５日以内です。すぐに事故報告書を提出できない場
合は、事故後直ちに支所又は区長会事務局へご一報ください。

資料番号

情報
提供

・年末年始の予定については、別紙のとおりです。
・ごみ収集日が簡単にわかる便利な無料アプリ「さんあ～る」の活用の
ため、周知にご協力をお願いします。添付のチラシを配布等していただ
ける場合は循環型社会推進課までご連絡いただければ必要部数を提供し
ます。
【連絡先】循環型社会推進課（電話：71-3001/FAX：71-3000）
　　　　　清 掃 業 務 課　（電話：71-3003/FAX：71-3000）
　　　　　清 掃 施 設 課　（電話：28-2000/FAX：28-2212）

依頼
内容

・リチウムイオン電池使用製品等がごみ処理の際の火災事故の原因と
なっています。同製品等のごみ出しについて、市民へのお願いのチラシ
を11月区長便で送付するので、回覧をお願いします。
【連絡先】循環型社会推進課（電話：71-3001/FAX：71-3000 ）

―

1

今期見舞金の支給状況について

1
―

４　共済会運営委員会 報告事項

【司会　阿垣副会長／場所　市役所南庁舎５階　南５１会議室】

２　会長　挨拶

３　豊田警察署 報告・説明

1
犯罪発生状況・交通事故発生状況について

2

別
紙

別
紙

警察署と地区区長会との連携について

―

深津書記１　豊田市民の誓い唱和

５　豊田市等からの依頼・情報提供事項

2

追加のリチウムイオン電池対策の回覧のお願い

1

年末年始のごみ収集・清掃関係施設の休業予定及び「さんあ～る」の周知につ
いて

循環型社会推進課
清掃業務課
清掃施設課

―

循環型社会推進課



依頼
内容

・任期満了に伴い農業委員及び農地利用最適化推進委員の選任を行いま
す。自治区によっては、現在の委員から相談等ある場合がありますの
で、ご協力をお願いします。
【募集期間】令和８年２月２日（月）から３月２日（月）
【連絡先】農業委員会事務局
          電話：34-6639/FAX：33-8149
          メール：noui@city.toyota.aichi.jp

依頼
内容

・令和8年度に実施する元気アップ教室の開催自治区を募集します。
【申　込】申込書を健康づくり応援課へ提出（令和8年2月20日(金)ま
で）
【連絡先】健康づくり応援課
　　　　　電話：34-6627/FAX：34-6186
　　　　　メール：kenkououen@city.toyota.aichi.jp

依頼
内容

・11月の区長便にて、自治区長様にご案内しますので、出欠の報告をお
願いします。
日時：令和８年１月３１日（土）午後２時から３時３０分（予定）
会場：豊田市福祉センター　ホール（豊田市錦町１丁目１－１）
別紙資料に記載のとおり、交通安全防犯課までご回答ください。
【期  限】令和７年１２月８日（月）
【連絡先】豊田市交通安全市民会議（交通安全防犯課内）
　　　　　電話：34-6633/FAX：32-3794

依頼
内容

・寄贈防犯カメラについて、希望の有無、台数を別紙資料の希望調査回
答書でご回答ください。
【期  限】令和８年１月３０日（金）
【連絡先】豊田警察署 生活安全課生活安全第一係
　　　　　電話：35-0110/FAX：35-8833

ページ

協議
内容

・別紙のとおりです。

・・・ 2

（１）区長便配送日の見直し案について

自治区運営で困っていて他自治区に聞きたいこと等

健康づくり応援課

5

令和8年豊田市「交通安全」「防犯」安全なまちづくり市民大会の開催について

4

令和8年度元気アップ教室（介護予防教室）開催自治区の募集について（依頼）

ー

3

農業委員及び農地利用最適化推進委員の募集について（お知らせとお願い） 農業委員会事務局

ー

【第９回役員会】　　１１月２６日（水）　１４：００～　　市役所南庁舎５階　南５１会議室

８　意見交換

７　１１月区長便のお知らせ

交通安全防犯課

ー

６　区長会　報告・確認・協議事項

1
総務委員会からの報告内容について

別
紙―

6

寄贈防犯カメラの受け入れ希望調査について 豊田警察署

ー
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令和７年度 豊田市区長会共済会 

第 ８ 回  運 営 委 員 会 

１ 見舞金の支給について 

該 当 期 間 
今期支給状況 前年同期状況 

件数 支給額（円） 件数 支給額（円） 

10 月 1 日～10 月 31 日 7 56,000  8 227,000  

4 月 1 日～10 月 31 日 22 469,000 35 1,511,600 

1 件あたりの平均支給額 ― 21,318 ― 43,189 

２  １０月の見舞金支給の内容 

№ 自治区名等 見舞金額(円) 行 事 名 傷害の内容 発 生 状 況 

1 豊 松 ６,０００ 秋の環境美化活動 蜂刺傷(鎖骨) 路肩の草刈り作業中､蜂に刺され負傷 

2 西 山 ６,０００ 秋の環境美化活動 創傷 斜面の草刈り作業中､足を滑らせ腕と膝を負傷 

3 西 山 ７,０００ 秋の環境美化活動 後頭部打撲 斜面の草刈り作業中､転倒し後頭部を負傷 

4 平 芝 ６,０００ 秋の環境美化活動 蜂刺傷(左脇) 植木剪定中､雀蜂の巣があり蜂に刺され負傷 

5 岩倉東 ６,０００ 秋の環境美化活動 蜂刺傷(右上腕) 草刈機で茂みを草刈り中に足長蜂に刺され負傷 

6 
敷 島 ６,０００ 秋の環境美化活動 蜂刺傷(全身アレル

ギー性湿疹) 

除草作業の際､蜂に刺され負傷 

7 
猿 投 １９，０００ 棒の手夜間練習 左首切り傷切創 二人組で練習中､タイミングのズレにより相手

の槍が左首に当たり負傷 

 

３  賠償金の支給について 

該 当 期 間 
今期支給状況 前年同期状況 

件数 支給額（円） 件数 支給額（円） 

10 月 1 日～10 月 31 日 3 656,755 2 170,784 

4 月 1 日～10 月 31 日 11 1,452,538 6 1,398,515 

４  １０月の賠償金支給の内容 

№ 自治区名

等 

見舞金額（円） 行事名等 賠償の内容 

１ 高 町  

５１５,６２５ 

(修理 41125 工場代車 22000 ﾚﾝﾀｶ-代

82500) 

秋の環境美化活動 
草刈機で除草作業中跳ねた石が近くに止まってい

た車のリアガラスを破損 

2 大 沼 ８６,１３０ 秋の環境美化活動 
草刈機で除草作業中跳ねた石が近くの住民駐車場

の車の右フロントドアガラスに当たり破損 

3 扶桑町 ５５,０００ 秋の環境美化活動 
草刈機で除草作業中､草丈が長かった為パイプに

気付かず草刈り機の刃が当たりパイプを破損 

【問合せ先】 区長会事務局 中山  電話 ３４-６６２９ 
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１１月区長便送付文書一覧 
 

 

※区長会ホームページ（https://www.toyota-kuchokai.org）でも、資料を掲載しています。 
 

№ 文 書 名 担当課 電話 種類 送付先 

1 
令和 8年豊田市「交通安全」「防犯」

安全なまちづくり市民大会の開催 
交通安全防犯課 34-6633 通知 全自治区 

2 
年末年始のごみ収集・清掃関係施設

の休業予定  

循環型社会推進課 

清掃業務課 

清掃施設課 

71-3001 

71-3003 

28-2000 
通知 全自治区 

3 「交通安全フォーラム」の開催 交通安全防犯課 34-6633 通知 全自治区 

4 
「広報とよた」令和 8 年 1 月号の配

達日 
広報課 34-6604 通知 全自治区 

5 
農業委員及び農地利用最適化推進

委員の募集 
農業委員会事務局 34-6639 依頼 全自治区 

6 寄贈防犯カメラの受け入れ希望調査 豊田警察署 35-0110 依頼 
豊田警察署 

管内の自治区 

7 リチウムイオン電池対策 循環型社会推進課 71-3001 回覧 全自治区 

8 
「年末の交通安全市民運動」実施要

綱他 
交通安全防犯課 34-6633 配付 全自治区 

9 ぼらんてぃあだより 社会福祉協議会 31-1294 

配付 

又は 

回覧 

旧市内自治区 

10 そえぎ こども・若者政策課 34-6630 配付 全自治区 

11 「防犯あいち」及び「防犯ポスター」 防犯協会連合会 33-7201 
回覧

配付 

豊田警察署 

管内の自治区 

 

【その他のお知らせ】 

 

【地域交流課】電 話：（0565）34－6629  ＦＡＸ：（0565）35－4745 

      メール：chiikikouryu＠city.toyota.aichi.jp 

申請期限が１１月末日の補助金は以下のとおりです。 

① 防犯灯設置費等補助金 

申請期限後で緊急設置の要望がある場合は、早めに支所へご相談ください。 

（自治区運営の手引き：Ⅱ巻 ２４ページ参照） 

 ② 地域集会施設耐震診断等補助金 

   詳細は地域交流課までお問い合わせください。 

   （自治区運営の手引き：Ⅱ巻 ５０ページ、８月区長便資料参照） 
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令和７年１０月２９日 
区長会役員 各位 

地域交流課長 杉浦 智文 
 

区長便配送日の見直し案について 
 
 区長便につきましては、毎月１０日に各自治区へお届けしておりますが、配送日の見直
しについてご要望をいただき、以下のとおり検討しております。 
 
◆ 見直し案 

＜見直しのポイント＞ 
・可能な限りの日程の前倒し 
・曜日の統一（曜日により配送先が異なる自治区があるため） 

 現 在 令和 8 年度以降 

配送日 原則、毎月１０日 
区長会役員会開催日の 

翌週の水曜日 
    

◆（参考）令和８年度配送スケジュール案 

役員会開催日 
（予定） 

区長便配送日（予定） 
見直し後 見直し前 

4 月８日(水) ※４月 10 日(金) ４月 10 日(金) 
４月 22 日(水) 4 月 29 日(水) 5 月 10 日(日) 
5 月 27 日(水) 6 月 3 日(水) 6 月 10 日(水) 
6 月 24 日(水) 7 月 1 日(水) 7 月 10 日(金) 
7 月 29 日(水) 8 月 5 日(水) 8 月 6 日(木) 
8 月 26 日(水) 9 月 2 日(水) 9 月 10 日(木) 
9 月 30 日(水) 10 月 7 日(水) 10 月 10 日(土) 

10 月 28 日(水) 11 月 4 日(水) 11 月 10 日(火) 
11 月 25 日(水) 12 月 2 日(水) 12 月 10 日(木) 
12 月 23 日(水) 1 月 6 日(水) 1 月 10 日(日) 
1 月 27 日(水) 2 月 3 日(水) 2 月 10 日(水) 
2 月 24 日(水) 3 月 3 日(水) 3 月 10 日(水) 

4 月７日(水) 4 月 7 日(水) 4 月 10 日(土) 
※ 令和 8 年 4 月は従来通り 10 日の予定です(令和 9 年 4 月は合同役員会当日配送) 
※ 祝日や連休等により変更となる場合があります 

【問合せ先】地域交流課 住民自治担当 
電 話 34－6629 ＦＡＸ 35－4745 

3



 
 
Ｍｅｍｏ 

｢人づくり･まちづくり･幸せづくり｣ 



「市民の誓いシンボルマーク」(平成 18 年制定) 
「豊田市の花『ひまわり』の種をモチーフに、本文の５項目

を明るいラインで表し、実践活動を通じて、わたくしたち
市民の手で、豊田市を未来に向かって育て伸ばそう」とい
う意味を表しています。 

 

豊田市民の誓い 
 

 わたくしたちは、七 州
しちしゅう

をのぞむ 美
うつく

しい山河
さ ん が

にかこまれ、 

 輝
かがや

かしい 衣
ころも

の里
さと

の歴史
れ き し

と伝統
でんとう

をうけつぎながら、 

   明日
あ す

に向
む

かって伸
の

びゆく豊田市
と よ た し

の市民
し み ん

です。 

 

    １   緑
みどり

をはぐくみ、川
かわ

を大切
たいせつ

にして、 

豊
ゆた

かな自然
し ぜ ん

を愛
あい

しましょう。 

１   スポーツに親
し た

しみ、教養
き ょ う よ う

を高
た か

めて、 

文化
ぶ ん か

の向上
こ う じ ょ う

につとめましょう。 

    １   元気
げ ん き

で 働
はたら

き、若
わか

い 力
ちから

をそだてて、 

幸
しあわ

せな家庭
か て い

をつくりましょう。 

    １   互
たが

いに助
たす

けあい、 心
こころ

の輪
わ

をひろげて、 

あたたかい町
まち

をつくりましょう。 

１   いのちを尊
とうと

び、きまりを守
ま も

って、 

住
す

みよい社会
し ゃ か い

をつくりましょう。 
                                                  （昭和５３年３月１日制定） 
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令和 7 年１0 月 29 日 
 自治区長 様 

豊田市長 太田 稔彦  
 
年末年始のごみ収集・清掃関係施設の休業予定及び「さんあ〜る」の周知について（依頼） 
 

日頃は、本市の清掃行政に格別の御理解と御協力を賜り、厚く御礼申し上げます。 
令和 7 年年末及び令和 8 年年始の資源・ごみの収集日と清掃関係施設の休業予定日を下

記のとおりお知らせします。 
また、ごみ収集日が簡単にわかる資源・ごみ分別アプリ「さんあ〜る」チラシ（別添）

を自治区内で回覧いただける場合は、大変お手数ですが、循環型社会推進課へご連絡をお
願いいたします。 
 

記 
 
１ 年末年始のごみの収集日について 

１２月２７日（土曜日）から１月３日（土曜日）までの間は、別添「年末年始のごみの
収集日について」のとおりです。 

 
２ 清掃関係施設・業者の休業予定について 
  別添「年末年始の清掃関係施設・業者の休業予定一覧」のとおりです。 
 
３ 市民への周知方法 
  ・２０２５年度版ごみカレンダー（概要版）１ページに掲載あり 
  ・広報とよた１２月号掲載予定 
  ・資源・ごみ分別アプリ「さんあ〜る※」により通知 
   ※別添のチラシ参照 

    
【問合せ先】〒470-1202 豊田市渡刈町大明神３９番地３ 

              豊田市環境部 循環型社会推進課 電話７１－３００１ 
                     清掃業務課    電話７１－３００３ 
                     清掃施設課    電話２８－２０００ 
 
 
 
 
 
 
 

資料 1 
11 月区長便 
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令和 7 年 10 月 29 日 
 

自 治 区 長 様 
 

豊田市長 太田 稔彦 
 

リチウムイオン電池などの電池類の事故対策について（依頼） 
 

日頃は、豊田市の清掃行政に格別の御理解と御協力をいただき、厚く御礼申し上げま
す。 

さて、近年、廃棄物処理施設や収集運搬車両等において、リチウムイオン電池及びリ
チウムイオン電池使用製品（以下「リチウムイオン電池等」という。）に起因する火災事
故等が頻繁に発生しており、国においてはリチウムイオン電池等による使用時・廃棄時
の火災事故を防ぐため、令和 7 年９月から 12 月を「リチウムイオン電池による火災防
止強化キャンペーン」、同年 11 月を「リチウムイオン電池による火災防止月間」とし、
周知啓発の一層の強化を図ることとしています。 

本市においても、令和 5 年 2 月に渡刈クリーンセンターにおいてリチウムイオン電池
等が原因と思われる火災が発生し、ごみ非常事態宣言の発令に伴い、同年 6 月からリチ
ウムイオン電池等を「有害ごみ」に分別区分を変更し、事故防止対策を講じてきました
が、その後も発火事例が発生していることから、リチウムイオン電池等及び電池につい
て市民の皆様に事故防止対策のお願いをすることといたしました。 

つきましては、区民への周知について御協力をお願いします。 
 

 

 

 

 

≪問合せ先≫  
豊田市 環境部 循環型社会推進課 担当 寺下、兼子 
〒４７０－１２０２ 豊田市渡刈町大明神３９－３ 
TEL ０５６５－７１－３００１ 
FAX ０５６５－７１－３０００ 

資料 2 
11 月区長便 



 
 世界中でリチウムイオン電池とその使用製品の廃棄時の火災が頻繁に発生しています。豊
田市では、火災防止のために電池等は「有害ごみ」で分別していただいているところですが、
更なる火災防止の徹底のために以下の３点をお願いします。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

リチウムイオン電池、リチウムイオン電池使用製品及び電池の廃棄時のお願い 

回 覧 

１電気ショートによる発火を防ぐため電極部をテープ等で絶縁処理してください。 
 

【問合せ先】豊田市 循環型社会推進課  電話︓０５６５－７１－３００１ 

※できるだけ電池切れの状態で出してください。 
膨張・変形したものは、危険ですので電池切れにする必要はありません。 

ﾜｲﾔﾚｽｽﾋﾟｰｶｰ 
ﾜｲﾔﾚｽｲﾔﾎﾝ 

火災防止のため 

出典︓環境省ウェブサイト（https://www.env.go.jp/recycle/waste/lithium_1/index_00002.html）、 
PDL1.0（https://www.digital.go.jp/resources/open_data/public_data_license_v1.0） 
「チラシデータ」(環境省)（https://www.env.go.jp/content/900532351.pdf）を編集・加工して使用 

２膨張・変形したものは発煙・発火の危険性が高いため、リサイクルステーシ
ョンの職員に手渡ししてください。 

 
３取り外しが簡単にできない（電池交換式ではない）電池を無理に取り外

そうとすると発煙・発火の危険性があるため、分解せずそのまま出してくださ
い。 

絶 
縁 
の 
例 
→ 

乾電池 
コイン電池 
ボタン電池 ﾘﾁｳﾑｲｵﾝ電池 

モバイルバッテリー 

写真は、分かりやすくするため緑色の養生テープを使用して
います。その他、セロハンテープ、ガムテープ、ビニールテ
ープ、食品用ラップなどが使用できます。 
なるべく電極部のみを覆ってください。 

https://www.digital.go.jp/resources/open_data/public_data_license_v1.0
https://www.env.go.jp/content/900532351.pdf


引き続き分別の徹底をお願いします。 

【問合せ先】豊田市 循環型社会推進課  電話︓０５６５－７１－３００１ 

リチウムイオン電池使用製品は「有害ごみ」で収集しています︕ 
 
・資源の日（月に１回収集）又はリサイクルステーションの、 
「電池・バッテリー・充電式小型家電」のかごに出してください。 

 
・ただし、一辺が 30ｃｍを超えるもの、電池が取り外せるものは「金属ご
み」です。（取り外した電池は「有害ごみ」） 

表面のお願いに加えて、 

令和７年１１月作成 

ごみ処理施設や作業員の安全のため 
モバイルバッテリーやリチウムイオン電池使用製品は 

「燃やすごみ」や「プラスチック製容器包装」の袋には 
絶対に入れないでください︕ 

ごみの処理ができなくなります︕ 
 

【渡刈クリーンセンターの火災の様子】 

※モバイルバッテリーや充電式小型家電に含まれるリチウムイオン電池は、
過度な力が加わると、発熱、発火します。 
ごみ収集車やごみ処理施設では、ごみを効率よく処理するため圧縮、破砕を
しており、混入したリチウムイオン電池により発火しています。 



 
令和７年１０月２９日  

自治区長 様 
産業部農業振興課長 鶴田真太郎  
農業委員会事務局長 山岡 雅史  

 

農業委員及び農地利用最適化推進委員の募集について（お知らせとお願い） 
 

現在の農業委員及び農地利用最適化推進委員（以下、推進委員という。）の任期が令
和８年７月１９日に満了することに伴い、次期委員を募集します。地域の実情に応じ
て、委員候補者の推薦等にご協力を賜りますようお願い申し上げます。 
 
〇募集概要 

１ 募集期間  令和８年２月２日（月）から３月２日（月） 
２ 募集方法  市内全域から公募（推薦・自薦） 
３ 周知方法  広報とよた、市ホームページに掲載 

※地域のこれまでの選出経緯等によって、現在の委員から相談がある場合があり
ます。その際は候補者の選出や推薦にご協力をお願いします。 

※この他、必要に応じて農業委員会事務局から選出等に関して個別にご相談させ
ていただく場合があります。 

 
〇募集要項 
 農業委員 推進委員 

人数 
１９人（過半数が認定農業者であること、農業委
員会の業務に利害関係のない中立委員が１人以
上いること） 

４５人（別表のとおり地区毎に人数を設定） 

任期 
令和８年 7 月２０日〜令和１１年 7 月２０日 
（３年間） 

委嘱日〜令和１１年 7 月１９日 
（3 年間） 

応募 
資格 

・農業に関する識見を有し、農業委員会の業務 
を適切に行うことができること 

・農業委員会法第８条第４項に規定する欠格 
事由に該当しないこと 

・暴対法第2条に規定する暴力団若しくは暴力団 
員又はこれらと密接な関係を有する者でないこと 

・農地利用最適化※の推進に熱意と識見を有する 
こと 

・農業委員会法第８条第４項に規定する欠格
事由に該当しないこと 

・暴対法第2条に規定する暴力団若しくは暴力団 
員又はこれらと密接な関係を有する者でないこと 

業務 
内容 

・総会（毎月）に出席し、農地法その他法令に 
基づく農地の権利に係る許可等に関する審議 

・地区農業委員会（年４回以上）に出席し、 
活動状況についての情報共有や意見交換等 

・推進委員と連携し、農地利用最適化活動及び 
目標地図の実現及びブラッシュアップに向けた活 
動の支援 

・農業施策に関する意見書の検討及び提出 

・担当区域内における農地利用最適化の活動 
・目標地図の実現及びブラッシュアップに向けた活 
動（集落での話合い、地主や担い手との意向 
調整等） 

・地区農業委員会（年４回以上）に出席し、 
活動状況についての情報共有や意見交換等 

・農地に関する許認可申請案件等の現地確認 

資料３ 
１１月区長便 



報酬 
・月額３２，３００円 
・農地利用最適化の活動を行う場合は、実績に応
じた上乗せ報酬あり 

・月額３２，３００円 
・農地利用最適化の活動の実績に応じた上乗せ 
報酬あり 

その他 

・各種連絡のやり取りや調査等の活動、活動報 
告等は、貸与するタブレット端末を使用して行っ 
ていただきます。 

・農地利用最適化の活動を行う場合は、国のガイド 
ラインに基づき、月１０日以上（一日あたりの 
活動時間は不問）の活動を目標としています。 

・各種連絡のやり取りや調査等の活動、活動報
告等は、貸与するタブレット端末を使用して行っ
ていただきます。 

・国のガイドラインに基づき、月１０日以上（一 
日あたりの活動時間は不問）の活動を目標と 
しています。 

※農地利用最適化の活動内容は以下のとおりです。 
①担い手への農地利用の集積・集約化︓農地の出し手・受け手の意向把握、話合いへの参加等 
②遊休農地の発生防止・解消︓農地パトロール（担当区域内農地の巡回）、農地利用状況調査、 

再生困難農地調査、遊休農地解消活動（農地所有者の意向把握・草生え指導）等 
③新規参入の促進︓新規参入者からの相談対応、新規就農審査会への出席、フォローアップ等 

 
〇スケジュール 
 令和７年１０〜１２月  関係機関等への周知 
 令和８年    ２月  広報とよた２月号・市ホームページへの募集記事掲載 
         ２月  農業委員・推進委員の募集期間（１か月間） 
         ３月  農業委員・推進委員の選考 

６月  農業委員について議会の同意取得 
         ７月  市長による農業委員の任命 
             農業委員会による推進委員の委嘱 
 
別表 農業委員及び推進委員地区別人数 

地区 豊
田 

高
橋 

上
郷 

高
岡 

猿
投 

保
見 

石
野 

松
平 

藤
岡 

小
原 

足
助 

下
山 旭 稲

武 
中
立 

合
計 

農業委員 18 １ 19 
推進委員 ４ ３ ４ ６ ４ ２ ２ ２ ２ ３ ５ ３ ３ ２ － 45 
 
 
 

【問合せ】豊田市農業委員会事務局 山岡・中根 
電 話︓０５６５－３４－６６３９  
ＦＡＸ︓０５６５－３３－８１４９  



豊健応発第１４４５号 
令和７年１０月２９日 

 
各 地区区長会長 様 

 
豊田市長 太 田 稔 彦  

（ 公 印 省 略 ） 
 

令和８年度元気アップ教室（介護予防教室）開催自治区の募集について（依頼） 
 

時下、ますます御清栄のこととお喜び申し上げます。 
日頃は、豊田市の保健行政に御理解と御協力をいただき厚くお礼申し上げます。 
当市では高齢者の介護予防を目的に「元気アップ教室」を自治区単位で開催しています。 
つきましては、貴自治区において開催を希望される場合は、下記のとおりお申し込みく

ださいますよう、よろしくお願いします。 
 

記 
 
１ 事 業 概 要  別紙１チラシのとおり 
 
２ 募 集 期 間  令和８年２月２０日（金）まで 
 
３ 募集自治区数  ５組（申込多数の場合は抽選） 
 
４ 申 込 方 法  別紙２申込書を健康づくり応援課に提出 
 
５ そ の 他 
（１）過去に開催された自治区においても、参加者が重複しなければ申込み可能です。 
（２）申込み前に事業内容について説明を希望される場合は、以下まで御連絡ください。 
（３）申込みを確認後、健康づくり応援課から御連絡します。 
（４）開催希望がない場合は、申込書の提出は不要です。 
（５）各地区区長会にて健康づくり応援課職員から御説明します。 
（６）募集期間内に既定の自治区数に達しない場合は、募集期間外であっても随時受付をし

ますので、御相談ください。 
 

連絡先 保健部健康づくり応援課健康づくり担当（伊藤、髙野） 
電 話 （０５６５）３４－６６２７ 
ＦＡＸ （０５６５）３４－６１８６ 
Ｅメールアドレス kenkououen@city.toyota.aichi.jp 

資料４ 

mailto:kenkououen@city.toyota.aichi.jp
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別紙２ 

令和８年度 元気アップ教室（自治区版）申込書 
【申込み方法】 
右記二次元コードより申込み 
又は 
本申込書を FAX 

 
年   月   日 

健康づくり応援課（健康づくり担当）行 ⇒ ＦＡＸ ３４－６１８６ 

注意︓区長以外に担当者がいる場合（高齢者クラブ役員等）は※担当者連絡先も記入 
 
以下の教室開催項目について、分かる範囲で御記入ください。 

教室開始希望時期 
※５月以降 

   年     月頃 

日程（曜日） （     ）曜日 ・ いつでもよい 

開始時間 午前・午後 （        時頃）  

会場  

会場の冷房の有無 □有   □無 
冷房のない会場は７〜９月の実施不可 

備考  

 
※ 教室開催時期につきましては、調整させていただくことがありますので御了承ください。 
 

問合せ 保健部 健康づくり応援課 健康づくり担当 
電 話 ３４－６６２７  ＦＡＸ ３４－６１８６ 

自治区名  区長名       

連絡先 
 住所         〒   － 

豊田市 

電話  

※担当者 
 連絡先 

氏名               

電話  

【二次元コードを読み取ってください】 



 
令和７年１０月２９日 

自治区長 様 
豊田市交通安全市民会議 

                    会 長 高 村 伸 一 
 
 

令和８年豊田市「交通安全」「防犯」安全なまちづくり市民大会の 
開催について（御案内） 

 
 日頃は、交通安全の推進に格別の御高配を賜り、厚く御礼申し上げます。 
 さて、豊田市交通安全市民会議では、新しい年を迎え関係者が一堂に会し、交通事
故撲滅への決意を新たにすべく、下記のとおり、令和８年 豊田市「交通安全」「防犯」
安全なまちづくり市民大会を開催いたします。 

なお、令和８年の市民大会につきましては、例年、市民の防犯意識の向上を目的に
行っています「年末の安全なまちづくり市民大会」と合同で行い、「交通安全」「防犯」
の意識を高めてまいります（このため、「令和７年度 年末の安全なまちづくり市民大
会」の開催はありません）。あらかじめご理解くださいますようお願いいたします。 
 つきましては、自治区長の皆様に御出席をお願いいたします。 

 
記 

 
１ 日  時  令和８年１月３１日（土） 午後２時から３時３０分（予定） 

２ 会  場  豊田市福祉センター ホール （豊田市錦町１丁目１－１） 

３ 主  催  豊田市、豊田市交通安全市民会議 

４ 共  催  豊田市防犯ネットワーク会議 

５ 内  容  ◇式典 
交通事故犠牲者への黙祷／市長感謝状贈呈／豊田市交通安全グ
リーン功労章贈呈／交通安全作品入賞者表彰／交通事故防止優
良校（園）表彰／防犯活動功労者市長感謝状贈呈 

◇安全への誓い  
 交通安全作文発表／交通事故防止への誓い／安全安心宣言 

 

６ 来賓予定  豊田市議会議長、豊田警察署長、足助警察署長 等 

７ 出欠確認  ・ご出席いただける場合のみ、裏面の「出席確認票」に記載の上、   
令和７年１２月８日（月）までにＦＡＸ（３２－３７９４）で報
告していただきますようお願いいたします。１月中旬頃、区長様
宛に当日の入場券を送付させていただきます。 

        ・自主防犯活動団体には、別で案内をお送りします。自治区と自主
防犯活動団体の出席者が同一の場合は、今回お送りした出席確認
票（この紙の裏面）にて回答をお願いいたします。 

 
        

ＦＡＸ ３２－３７９４（送付書不要） 
《連絡先》  

豊田市交通安全市民会議（豊田市地域活躍部 交通安全防犯課内） 
       電 話 ３４－６６３３  担当 清水・髙橋 
       ＦＡＸ ３２－３７９４ 
       ＦＡＸ ３２－３７９４ 

資料 5 



 

 
 

 
 

令和８年豊田市「交通安全」「防犯」安全なまちづくり市民大会     

出席確認票 
 
令和８年１月３１日（土） 豊田市「交通安全」「防犯」安全なまちづくり市民大会 

出席します 

地区名（自治区）            自治区 

氏  名  

お連れ様の人数 
（※ご自身を含む）           人 

出席の場合、手話通訳が 必要 ・ 不要 
（どちらかに○をつけてください。） 

 
※自主防犯活動団体には、別で案内をお送りします。自治区と自主防犯活動団体の出
席者が同一の場合は、当出席確認票にて回答をお願いします。 

ＦＡＸ ３２－３７９４（送信票不要） 
【報 告 先】豊田市交通安全市民会議（交通安全防犯課内  担当 清水・髙橋） 

【報告期限】令和７年１２月８日（月） 
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自治区

1

・

2

希望台数 代表者名
連絡先電話

例 30台程度
安全太郎
●●ー●●

●●

台程度

台程度

3

防犯カメラ寄贈に関する調査回答書

寄贈防犯カメラの受け入れ希望について（回答を〇で囲んで下さい）

希望あり   希望なし

希望台数など

設置検討場所

●●公民館・●●事業所など
※ 施設内ではなく、屋外のみの設置となります。

その他（ご意見・ご要望などあれば記載してください）


